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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成27年2月19日(2015.2.19)

【公開番号】特開2014-68660(P2014-68660A)
【公開日】平成26年4月21日(2014.4.21)
【年通号数】公開・登録公報2014-020
【出願番号】特願2012-214443(P2012-214443)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３１５Ａ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月25日(2014.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄を変動させて行う図柄変動ゲームが大当りとなるか否かを判定する大当り判定手段
を備え、前記図柄変動ゲームにおいて予め定めた大当り表示結果が表示された場合には、
遊技者に有利となる大当り遊技の権利が付与され、大当り遊技の権利が付与された状態で
特殊入球口に遊技球が入球したときに大当り遊技が開始される遊技機において、
　前記大当り判定手段の判定結果が肯定である場合、大当りの種類を決定する大当り種類
決定手段と、
　大当り遊技中に開放状態と閉鎖状態を取り得るように動作する開閉手段を有する特定入
球口と、
　前記特定入球口に遊技球が入球したことを条件として、大当り遊技の終了後に、大当り
の当選確率を低確率状態から高確率状態へ変動させる確変状態の制御を行う遊技状態制御
手段と、
　前記大当り種類決定手段によって特定大当りが決定された場合において、大当り遊技の
権利が付与された状態で特殊入球口に遊技球が入球したときに、前記特定入球口の開放態
様として遊技球が入球し易い第１開放態様とするか遊技球が入球し難い第２開放態様とす
るかを決定する大当り遊技決定手段と、を備えた遊技機。
【請求項２】
　前記特定大当りに対応して、複数種類の前記特定入球口の開放態様が規定されており、
　前記特定大当りとは異なる通常大当りに対応して、１種類の前記特定入球口の開放態様
が規定されており、
　前記大当り遊技決定手段は、前記大当り種類決定手段によって通常大当りが決定された
場合、該通常大当りに対応して規定された前記特定入球口の開放態様を決定する請求項１
に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記大当り種類決定手段によって特定大当りが決定された場合において、大当り遊技の
権利が付与された状態で特殊入球口に遊技球が入球した後に、前記大当り遊技決定手段に
よって決定された前記特定入球口の開放態様に関する報知を報知手段に行わせる報知制御
手段を備えた請求項１又は請求項２に記載の遊技機。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、図柄を変動させて行う図柄変
動ゲームが大当りとなるか否かを判定する大当り判定手段を備え、前記図柄変動ゲームに
おいて予め定めた大当り表示結果が表示された場合には、遊技者に有利となる大当り遊技
の権利が付与され、大当り遊技の権利が付与された状態で特殊入球口に遊技球が入球した
ときに大当り遊技が開始される遊技機において、前記大当り判定手段の判定結果が肯定で
ある場合、大当りの種類を決定する大当り種類決定手段と、大当り遊技中に開放状態と閉
鎖状態を取り得るように動作する開閉手段を有する特定入球口と、前記特定入球口に遊技
球が入球したことを条件として、大当り遊技の終了後に、大当りの当選確率を低確率状態
から高確率状態へ変動させる確変状態の制御を行う遊技状態制御手段と、前記大当り種類
決定手段によって特定大当りが決定された場合において、大当り遊技の権利が付与された
状態で特殊入球口に遊技球が入球したときに、前記特定入球口の開放態様として遊技球が
入球し易い第１開放態様とするか遊技球が入球し難い第２開放態様とするかを決定する大
当り遊技決定手段と、を備えたことを要旨とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の遊技機において、前記特定大当りに対応し
て、複数種類の前記特定入球口の開放態様が規定されており、前記特定大当りとは異なる
通常大当りに対応して、１種類の前記特定入球口の開放態様が規定されており、前記大当
り遊技決定手段は、前記大当り種類決定手段によって通常大当りが決定された場合、該通
常大当りに対応して規定された前記特定入球口の開放態様を決定することを要旨とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の遊技機において、前記大当り
種類決定手段によって特定大当りが決定された場合において、大当り遊技の権利が付与さ
れた状態で特殊入球口に遊技球が入球した後に、前記大当り遊技決定手段によって決定さ
れた前記特定入球口の開放態様に関する報知を報知手段に行わせる報知制御手段を備えた
ことを要旨とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１２７】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（イ）前記ラウンド遊技のうち前記特定ラウンド遊技とは異なる通常ラウンド遊技にお
いて開放状態と閉鎖状態を取り得るように動作する第２開閉手段を有する特別入球口を備
え、前記特定ラウンド遊技では、前記特別入球口が開放状態に動作せずに前記特定入球口
が開放状態に動作され、前記通常ラウンド遊技では、前記特定入球口が開放状態に動作せ
ずに前記特別入球口が開放状態に動作される。
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